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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カチオン性の多量体抗菌剤、アニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウム複
合体またはマグネシウム／カルシウム複合体、ならびに粘度改質剤、界面活性剤、緩衝液
および等張化剤からなる群から選択される１またはそれを超える成分の粘液様の水溶液。
【請求項２】
　前記多量体抗菌剤がポリアミノプロピルビグアニドまたはその許容される塩である、請
求項１に記載の粘液様の水溶液。
【請求項３】
　前記アニオン性ポリマーがヒアルロネート、アルギナート、カルボキシメチルセルロー
ス、コンドロイチン硫酸およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１また
は２に記載の粘液様の水溶液。
【請求項４】
　前記カチオン性の多量体抗菌剤が０．００１～０．０１％ｗ／ｖの範囲の量で存在する
、請求項１～３のいずれか１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項５】
　前記アニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウム複合体またはマグネシウム
／カルシウム複合体が０．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１～４
のいずれか１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項６】
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　前記アニオン性ポリマーが７０，０００～４百万ダルトンの分子量を有する、請求項１
～５のいずれか１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項７】
　粘度改質剤が、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースお
よびヒドロキシエチルセルロースからなる群から選択され、０．０１～０．２％ｗ／ｖの
範囲の量で存在する、請求項１～６のいずれか１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項８】
　界面活性剤が、０．０１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１～７のいずれか
１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項９】
　界面活性剤が、ポリソルベート２０であり、０．０１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在す
る、請求項１～８のいずれか１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項１０】
　緩衝液が、０．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１～９のいずれ
か１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項１１】
　等張化剤が、０．００１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の粘液様の水溶液。
【請求項１２】
　０．０００１～０．０００５％ｗ／ｖの範囲の量のカチオン性の多量体抗菌剤、０．０
１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量のアニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウ
ム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合体、ならびに粘度改質剤、界面活性剤、緩
衝液および等張化剤からなる群から選択される１またはそれを超える成分の水性点眼液。
【請求項１３】
　前記カチオン性の多量体抗菌剤がポリアミノプロピルビグアニドまたはその許容される
塩である、請求項１２に記載の水性点眼液。
【請求項１４】
　前記アニオン性ポリマーが、７０，０００～４百万ダルトンの分子量を有する、請求項
１２または１３に記載の水性点眼液。
【請求項１５】
　前記アニオン性ポリマーが、ヒアルロネート、アルギナート、カルボキシメチルセルロ
ース、コンドロイチン硫酸およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１２
～１４のいずれか１項に記載の水性点眼液。
【請求項１６】
　粘度改質剤が、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースお
よびヒドロキシエチルセルロースからなる群から選択され、０．０１～０．２％ｗ／ｖの
範囲の量で存在する、請求項１２～１５のいずれか１項に記載の水性点眼液。
【請求項１７】
　界面活性剤が、０．０１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１２～１６のいず
れか１項に記載の水性点眼液。
【請求項１８】
　界面活性剤が、ポリソルベート２０であり、０．０１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在す
る、請求項１２～１７のいずれか１項に記載の水性点眼液。
【請求項１９】
　緩衝液が、０．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１２～１８のい
ずれか１項に記載の水性点眼液。
【請求項２０】
　等張化剤が、０．００１～１％ｗ／ｖの範囲の量で存在する、請求項１２～１９のいず
れか１項に記載の水性点眼液。
【請求項２１】
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　０．０００１～０．０００５％ｗ／ｖの範囲の量のポリアミノプロピルビグアニド、０
．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量のアニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カル
シウム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合体、０．０１～０．２％ｗ／ｖの範囲
の量の粘度改質剤、０．０１～１％ｗ／ｖの範囲の量のポリソルベート２０、０．００１
～１％ｗ／ｖの範囲の量の等張化剤、および０．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲の量の緩
衝液の水性点眼液。
【請求項２２】
　前記アニオン性ポリマーが、７０，０００～４百万ダルトンの分子量を有する、請求項
２１に記載の水性点眼液。
【請求項２３】
　前記アニオン性ポリマーがヒアルロネートである、請求項２１または２２に記載の水性
点眼液。
【請求項２４】
　前記粘度改質剤がヒドロキシプロピルメチルセルロースであり、前記等張化剤が塩化ナ
トリウムまたは塩化ナトリウムと塩化カリウムとの混合物である、請求項２１～２３のい
ずれか１項に記載の水性点眼液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘液様の組成物であって、アニオン性高分子物質のマグネシウム複合体、カ
ルシウム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合体、特にヒアルロン酸、カルボキシ
メチルセルロース、アルギナートおよび／またはコンドロイチン硫酸とポリアミノプロピ
ルビグアニドなどのカチオン性高分子抗菌剤とを組み合わせたものであり、実質的にカチ
オン性高分子抗菌剤の抗菌物質としての有効性に影響を与えずに、前記組成物の刺激を少
なくし、粘膜との生体適合性を与えた、組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒアルロン酸およびカルボキシメチルセルロースなどのアニオン性ポリマーは、その保
湿性および滑沢性が知られている。こうした特性は一般に、眼の粘膜などの粘膜の刺激を
低減する。またカチオン性抗菌剤も点眼液に含めると有益であることが知られている。し
かしながら、この２種類の成分は、１つの溶液中で適合するものとして理解されていなか
った。
【０００３】
　カチオン性抗菌消毒剤は、ある種のアニオン性物質の存在下でその有効性が低下するこ
とが明らかにされていた。たとえば、特許文献１には、ポリアミノプロピルビグアニドお
よび他の非酸化性の消毒薬（典型的にはカチオン性物質）をカルボキシメチルセルロース
および／または負に帯電した他の様々な物質と組み合わせると、微生物の細胞壁を含む細
胞壁を損傷する能力がなくなることが教示されている。ポリアミノプロピルビグアニドま
たは他の非酸化性の消毒薬が中和されると、粘膜（すなわち、眼）の刺激が緩和されるも
のの、中和により抗菌物質としての有効性も同時に消失することになる。
【０００４】
　同様に、Ｒｏｍｅｏらの特許文献２には、生体高分子ヒアルロン酸の提案された製造プ
ロセスにおいてヒアルロン酸を沈殿させ、精製するイオンペア剤としての塩化セチルピリ
ジニウムの使用が教示されている。したがって、この場合の塩化セチルピリジニウムはヒ
アルロン酸の存在下でその抗菌活性を維持しているか、あるいは、カルボキシメチルセル
ロースは直感に反するものと考えられる。一方、ＰｏｗｅｌｌおよびＨｕｔｈは最近、ア
ニオン性ポリマーと、抗菌剤の活性を維持したカチオン性の単量体または二量体抗菌剤と
を含む点眼液を調製することができた。特許文献３。カチオン性高分子抗菌剤が考察され
たことは特記される。しかしながら、こうした抗菌剤を含む組成物は提唱されておらず、
示唆された著者らは、抗菌活性を失わずにこうした組成物を調製することができなかった
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か、あるいは、抗菌活性を失わずにこうした組成物を調製することができないと考えてい
たことが示唆される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】U.S. Pat. No. 5,858,346
【特許文献２】U.S. Pat. No. 5,559,104
【特許文献３】U.S. Pat. Appl. No. 11/271,448
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、カチオン性の多量体抗菌剤、およびアニオン性ポリマーのマグネシウム複合
体、カルシウム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合体を含む粘液様の溶液に関す
る。好ましい実施形態では、カチオン性の多量体抗菌剤はポリアミノプロピルビグアニド
またはその許容される塩であるか、あるいは、アニオン性ポリマーはヒアルロネート、ア
ルギナート、カルボキシメチルセルロース、コンドロイチン硫酸およびこれらの混合物か
らなる群から選択される。より好ましい実施形態では、アニオン性ポリマーは分子量が約
７０，０００～約４百万ダルトンである。他の実施形態では、カチオン性の多量体抗菌剤
は約０．００１～約０．０１％ｗ／ｖの範囲の量で存在するか、あるいは、アニオン性ポ
リマーのマグネシウム複合体、カルシウム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合体
は、約０．０１～約０．２５％ｗ／ｖの範囲の量で存在する。本発明の粘液様の溶液は、
好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびヒ
ドロキシエチルセルロースからなる群から選択される約０．０１～約０．２％の範囲の粘
度改質剤、約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲の量の界面活性剤、約０．０１～約０．２５
％ｗ／ｖの範囲の量の緩衝液または約０．００１～約１％ｗ／ｖの範囲の量の等張化剤な
ど１種または複数種の追加成分を含んでもよい。好ましい界面活性剤はポリソルベート２
０であり、約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲の量で含ませる。
【０００７】
　本発明の他の実施形態は、約０．０００１～約０．０００５％ｗ／ｖの範囲の量のカチ
オン性の多量体抗菌剤、および約０．０１～約０．２５％ｗ／ｖの範囲の量のアニオン性
ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウム複合体またはマグネシウム／カルシウム複合
体を含む点眼液に関する。好ましい実施形態では、カチオン性の多量体抗菌剤はポリアミ
ノプロピルビグアニドまたはその許容される塩であるか、あるいは、アニオン性ポリマー
はヒアルロネート、アルギナート、カルボキシメチルセルロース、コンドロイチン硫酸お
よびこれらの混合物からなる群から選択される。より好ましい実施形態では、アニオン性
ポリマーは分子量が約７０，０００～約４百万ダルトンである。本発明の点眼液は、好ま
しくはヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびヒドロ
キシエチルセルロースからなる群から選択される約０．０１～約０．２％の範囲の量の粘
度改質剤、約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲の量の界面活性剤、約０．０１～約０．２５
％ｗ／ｖの範囲の量の緩衝液または約０．００１～約１％ｗ／ｖの範囲の量の等張化剤な
ど１種または複数種の追加成分を含んでもよい。好ましい界面活性剤はポリソルベート２
０であり、約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲の量で含ませる。
【０００８】
　本発明の点眼液のより具体的な実施形態は、約０．０００１～約０．０００５％ｗ／ｖ
の範囲の量のポリアミノプロピルビグアニド、約０．０１～約０．２５％ｗ／ｖの範囲の
量のアニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウム複合体またはマグネシウム／
カルシウム複合体、約０．０１～約０．２％ｗ／ｖの範囲の量の粘度改質剤、約０．０１
～約１％ｗ／ｖの範囲の量のポリソルベート２０および約０．００１～約１％ｗ／ｖの範
囲の量の等張化剤を含む溶液である。この点眼液は、約０．０１～約０．２５％ｗ／ｖの
範囲の量の緩衝液をさらに含んでもよい。より好ましい実施形態では、アニオン性ポリマ
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ーは分子量が約７０，０００～約４百万ダルトンである。最も好ましいアニオン性ポリマ
ーはヒアルロネートである。より具体的な実施形態では、粘度改質剤はヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースであり、等張化剤は塩化ナトリウムまたは塩化ナトリウムと塩化カリ
ウムとの混合物である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　負に帯電した高分子物質とカチオン性の多量体抗菌剤との複合体を含む新規な粘液様の
溶液と、その使用方法および調製方法とについて記載する。本発明による溶液は、効果的
なコンタクトレンズの消毒用組成物、レンズの洗浄液組成物、レンズ包装用溶液組成物、
保湿剤（ｒｅｗｅｔｔｅｒ）および涙液（ｔｅａｒｓ）などの点眼薬の点眼液として、あ
るいは、眼への活性物質の局所送達のためのビヒクルとして使用することができる。この
組成物を用いると、眼刺激が低減される。さらに、この組成物は、従来技術の組成物と異
なり、レンズと生体適合性があり、ソフトコンタクトレンズを変色させない。本発明の組
成物において抗菌剤の有効性は維持される。本発明の組成物は、被検体（ｓｕｂｊｅｃｔ
）の他の粘膜に接触するワイプ、溶液および滑沢用製品に使用することもできる。本発明
の組成物は、保湿目的でも、滑沢目的でも、洗浄目的でも、あるいは消毒目的でも使用す
ることができ、さらに後者の粘膜に、あるいは、後者の粘膜を経由して活性物質を送達す
るビヒクルとして機能することもできる。
【００１０】
　マグネシウムイオンまたはカルシウムイオンの存在下で超分子複合体を形成するある種
のアニオン性高分子物質は、カチオン性の多量体抗菌剤の濃度（ｗ／ｖ）がアニオン性ポ
リマーよりも少なくとも約１０倍低ければ、眼刺激が非常に少なく、かつポリアミノプロ
ピルビグアニドなどのカチオン性の多量体抗菌剤を不活化しないことが発見されている。
本発明の溶液に使用されるアニオン性高分子物質として、ヒアルロネート、アルギナート
、カルボキシメチルセルロース、コンドロイチン硫酸およびこれらの混合物が挙げられる
。
【００１１】
　本発明の組成物は、典型的な緩衝系、界面活性剤、等張化剤および粘度改質剤など、粘
液様の眼科用組成物の典型的な添加剤との適合性がある。
【００１２】
　一実施形態では、本発明の組成物は、ヒアルロネート、アルギナート、カルボキシメチ
ルセルロース、コンドロイチン硫酸またはこれらの混合物など少なくとも１種のアニオン
性高分子物質と、ポリアミノプロピルビグアニドまたはその許容される塩など少なくとも
１種のカチオン性の多量体抗菌剤との複合体を含む。
【００１３】
　好ましい実施形態では、この組成物は、特定の濃度範囲の前記カチオン性の多量体抗菌
剤、好ましくはポリアミノプロピルビグアニドまたはその許容される塩と、水溶性のアニ
オン性高分子物質の前記複合体とからなる。カチオン性の多量体抗菌剤の典型的な濃度範
囲は、汎用溶液で約０．００１％～約０．０１％ｗ／ｖ、点眼液で約０．０００１～約０
．０００５％ｗ／ｖである。複合型アニオン性高分子物質の範囲は約０．０１％～約０．
２５％ｗ／ｖである。好ましくは、アニオン性高分子物質は分子量が約７０’０００～約
４百万ダルトンである。
【００１４】
　より好ましい実施形態では、本発明の粘液様または眼科用組成物は、ポリアミノプロピ
ルビグアニドまたはボラート塩などのその許容される塩、およびヒアルロネートのマグネ
シウム複合体、カルシウム複合体またはマグネシウム／カルシウム（任意の比率）複合体
からなる。
【００１５】
　本発明の組成物は典型的には緩衝液成分を含む。本組成物は、使用目的に適合したｐＨ
であればよく、多くの場合は約５～９である。ボラート、シトラート、アセタート、ヒス
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チジン、トリス、ビス－トリスおよび同種のもの、ならびにこれらの混合物など様々な従
来の緩衝液を使用してもよい。ボラート緩衝液は、ホウ酸およびホウ酸ナトリウムまたは
ホウ酸カリウムなどのその塩を含む。また、溶液中でホウ酸またはホウ酸塩を生成する四
ホウ酸カリウムまたはメタホウ酸カリウムを使用してもよい。さらにホウ酸ナトリウム十
水和物などの水和塩を使用してもよい。加えて上記の緩衝液の有機対イオンを使用しても
構わない。緩衝液の濃度は一般に約０．０１～０．２５％ｗ／ｖの範囲である。
【００１６】
　緩衝液の種類および量については、物理化学的特性および保存安定性、抗菌物質の有効
性、緩衝能および同種の因子など組成物がその機能性基準を満たすように選択する。さら
に緩衝液は、眼などの標的粘膜、および組成物と一緒に使用することになる任意のコンタ
クトレンズとの適合性があるｐＨを与えるように選択する。一般に、眼科用組成物のｐＨ
はヒト涙液（ｔｅａｒｓ）に近く、たとえばｐＨ約７．４５が非常に有用であるが、約５
～約９、一層好ましくは約６．５～約８．５、さらに一層好ましくは約７．０～約８．０
といったより広いｐＨ範囲も許容される。こうしたｐＨ値および範囲は一般に、他の粘膜
への投与を意図した粘液様の組成物にも適用される。
【００１７】
　本粘液様の組成物の浸透圧モル濃度は、等張化剤により組成物の使用目的に適合した値
に調整してもよい。たとえば、本発明の点眼液の浸透圧モル濃度はおよそ、約０．９ｗ／
ｖ％の塩化ナトリウム水と同等である通常の涙液（ｔｅａｒ　ｆｌｕｉｄ）の浸透圧くら
いに調整してもよい。好適な張度調整剤として、以下に限定されるものではないが、ナト
リウム、カリウム、カルシウムおよびマグネシウムのクロリド塩；デキストロース；グリ
セロール；プロピレングリコール；マンニトール；ソルビトールおよび同種のもの；およ
びこれらの混合物が挙げられる。好ましい等張化剤は、塩化ナトリウムまたは塩化ナトリ
ウムと塩化カリウムとの組み合わせである。
【００１８】
　等張化剤は典型的には約０．００１～約１％ｗ／ｖの範囲の量で使用される。こうした
量は、生理学的に許容される張度を与えるのに有用であることが明らかになっている。好
ましくは、等張化剤は、１５０～４５０ｍＯｓｍ／ｋｇ、一層好ましくは約２２０～約３
５０ｍＯｓｍ／ｋｇ、最も好ましくは約２７０～約３１０ｍＯｓｍ／ｋｇの最終浸透圧値
を与える量で使用される。
【００１９】
　本発明の組成物、特にレンズ消毒組成物、レンズ洗浄溶液、またはレンズ包装用溶液組
成物としての使用を意図している本発明の組成物には、１種または複数種の界面活性剤を
さらに補充してもよい。こうした界面活性剤は、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリ
プロピレンオキシド（ＰＰＯ）、またはこれらの組み合わせからなるブロックコポリマー
を含んでもよい。本発明の組成物に加えるのに好ましい界面活性剤はポリソルベート２０
である。こうした界面活性剤を加えると、レンズの処理中に実質的に組成物の抗菌活性に
影響を与えることなくレンズが効果的に洗浄される。組成物中の界面活性剤の濃度は典型
的には約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲である。
【００２０】
　本発明の組成物は、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロ
ース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロースポリマー、グリセロール、カルボマ
ー、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、アルギナート、カラゲナン、ガウア
、カラヤ、アガロース、ローカストビーン、トラガントおよびキサンタンガムなど、１種
または複数種の粘度改質剤をさらに含んでもよい。こうした粘度改質成分は典型的には、
本組成物に所望の滑沢作用を与えるのに効果的な量で使用する。こうした粘度改質剤の濃
度は典型的には、約０．０１～０．２％ｗ／ｖである。好ましい粘度改質剤はヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびヒドロキシエチルセルロ
ースである。
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【００２１】
　点眼液として使用するのに好ましい本発明の組成物は、約０．０００１～約０．０００
５％ｗ／ｖの範囲の量のポリアミノプロピルビグアニド、約０．０１～約０．２５％ｗ／
ｖの範囲の量のアニオン性ポリマーのマグネシウム複合体、カルシウム複合体またはマグ
ネシウム／カルシウム複合体、約０．０１～約０．２％ｗ／ｖの範囲の量の粘度改質剤、
約０．０１～約１％ｗ／ｖの範囲の量のポリソルベート２０、および約０．００１～約１
％ｗ／ｖの範囲の量の等張化剤を含む。最も好ましい点眼液は、緩衝液、好ましくはボラ
ート緩衝液をさらに含む。この最も好ましい点眼液の場合、アニオン性ポリマーは、好ま
しくは分子量約７０’０００～約４百万ダルトンのヒアルロネート、粘度改質剤はヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、さらに等張化剤（ｔｏｎｉｃｉｙ　ａｇｅｎｔ）は塩化
ナトリウムまたは塩化ナトリウムおよび塩化カリウムの組み合わせである。
【００２２】
　本明細書に記載の点眼液を使用する方法は、本発明の範囲内であると見なされる。本発
明の粘液様の組成物は、ワイプ、溶液、滑沢用製品、および被検体（ｓｕｂｊｅｃｔ）の
他の粘膜と接触する同種のものに使用してもよい。この組成物は、保湿、滑沢、洗浄およ
び／または消毒に役立ち得る。この組成物はさらに、原薬を粘膜にまたは粘膜を経由して
送達する、原薬の非刺激性で防腐または殺菌作用のあるキャリアとして使用することもで
きる。点眼液として使用する場合、この組成物はコンタクトレンズの消毒用組成物、レン
ズの洗浄液組成物、レンズ包装用溶液組成物、または保湿剤（ｒｅｗｅｔｔｅｒ）および
涙液（ｔｅａｒｓ）などのなどの点眼薬として使用してもよい。この組成物は、眼刺激が
非常に少なく、コンタクトレンズとの生体適合性がある。このアニオン性およびカチオン
性高分子化合物は、レンズのマトリックスに浸透しないことが知られている。この化合物
は、従来技術の組成物と異なり、特にシリコーンハイドロゲルレンズのソフトコンタクト
レンズを変色させない。
【００２３】
　以下の例により本発明をさらに詳述する。各例は当業者への説明を目的として記載する
ものであり、本請求項に記載されているような本発明の範囲を限定的することを意図する
ものではない。したがって、本発明は、記載された例に限定されるものと解釈してはなら
ず、むしろ本明細書に記載された教示内容により明らかになるあらゆる変更を包含するも
のと解釈すべきである。
【実施例】
【００２４】
本発明の組成物の成分
　本発明の粘液様の組成物の成分はすべて、商業的供給源から購入できる。ポリアミノプ
ロピルビグアニドは、Ｔｈｏｒ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｔｒｕｍｂｕｌｌ
，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ，ＵＳＡ）から入手することができる。他の成分はすべて、た
とえば、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｆｌｕｋａ（Ｂｕｃｈｓ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎ
ｄ）から入手可能である。
【００２５】
実施例１
アニオン性ポリマーのカルシウム／マグネシウム塩の存在下でのポリアミノプロピルビグ
アニドの抗菌活性
　処方：０．１％ヒアルロン酸（Ａ）または０．１５％カルボキシメチルセルロース（Ｂ
）または０．０５％アルギナート（Ｃ）；０．０１％ポリアミノプロピルビグアニド；０
．０２％塩化カルシウム；０．０２％塩化マグネシウム；０．１％ホウ酸水素ナトリウム
；ｐＨ７．２。
【００２６】
　様々な微生物を並列培養したものを処方Ａ、ＢまたはＣに２４時間接触させるか、ある
いは、それぞれの増殖培地でさらにインキュベートした。チャレンジ時間の終了時に細菌
数（１ｍｌ当たり）を測定した。
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【００２７】
【表１】

【００２８】
実施例２
一般的な粘液様の滑沢剤／保湿軟膏の処方
　０．０１％ヒアルロン酸ナトリウム、０．００５％ポリアミノプロピルビグアニド、０
．０２５％塩化カルシウム、０．２％ＨＰＭＣ、１０％グリセロール；０．５％ホウ酸水
素ナトリウムを混合して水溶液を調製する。溶液はｐＨ７．２に調整する。
【００２９】
実施例３
コンタクトレンズ用多目的溶液の処方
　０．１％ヒアルロン酸ナトリウム、０．０００２５％ポリアミノプロピルビグアニド、
０．０２％塩化カルシウム、０．０２％塩化マグネシウム、０．１％ＨＰＭＣ、０．０２
５％ポリソルベート２０、０．３％塩化ナトリウム、０．２％ホウ酸水素ナトリウムを混
合して水溶液を調製する。溶液はｐＨ７．２に調整する。
【００３０】
実施例４
ドライアイ用軟膏の処方
　０．２％ヒアルロン酸ナトリウム、０．０００３％ポリアミノプロピルビグアニド、０
．０２５％塩化カルシウム、０．１５％ＨＰＭＣ、０．２％塩化ナトリウム、０．３％ホ
ウ酸水素ナトリウムを混合して水溶液を調製する。溶液はｐＨ７．０に調整する。
【００３１】
実施例５
緑内障用軟膏の処方
　０．２５％マレイン酸チモロール（（－）－１－（ｔｅｒｔ－ブチルアミノ）－３－［
（４－モルホリノ－１，２，５－チアジアゾール－３－イル）オキシ］－２－プロパノー
ルマレアート（１：１）（塩））、０．２５％ヒアルロン酸ナトリウム、０．０００２％
ポリアミノプロピルビグアニド-ボラート、０．４％塩化ナトリウム、０．０２６％塩化
カルシウム、０．１％ホウ酸水素ナトリウムを混合して水溶液を調製する。溶液はｐＨ６
．５に調整する。
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